
設計住宅性能評価書のみを取得する場合

住宅性能表示制度を活用すれば住宅性能表示制度を活用すれば
【【フラット３５フラット３５】】物件検査がスムーズに！物件検査がスムーズに！

ご存じですか？

新築住宅の物件検査を一部省略することができます！

住宅性能表示制度のうち、以下の要件を満たす住宅性能評価書を取得する新築住宅は、
【フラット３５】の物件検査を一部省略することができます。

※１ 検査の過程で、給水、排水その他の配管設備（配電管及びガス管を除く。）で炊事室に設置されるものが仕上げ材等に
より隠されていないこと、又は隠されている場合であっても配管設備を点検するために必要な開口等を当該仕上げ材等に
設けていることが確認できれば、等級の取得は不要とすることができます。

※２ 建設住宅性能評価書の取得前でも、建設住宅性能評価の検査報告書（竣工前の検査で最終のもの）を提出することによ
り、竣工検査を申請することができます。

【新築住宅の物件検査を一部省略するための要件（【フラット３５】Ｓは裏面参照）】

● 以下の等級を全て満たすこと
○ 省エネルギー対策等級２、３または４
○ 劣化対策等級２または３（耐火・準耐火構造（省令準耐火構造含む。）以外の場合）
○ 原則として維持管理対策（専用配管）等級３（※１）

● 住宅性能評価を行った機関と同一の検査機関に【フラット３５】の物件検査を申請すること
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（平成20年９月作成）

＜フラット３５サイト＞

新築住宅の物件検査を一部省略するための要件（表面参照）に加えて、以下の要件を満たす住
宅性能評価書を取得する新築住宅は、【フラット３５】Ｓ（優良住宅取得支援制度）を申請する
場合にも物件検査を一部省略できます。

【新築住宅の物件検査を一部省略するための要件（【フラット３５ 】Ｓ）

既に着工している場合は、以下のフローチャートをご確認の上、【フラット３５】Ｓ物件
検査を申請してください。

（参考）中間現場検査の時期

省エネルギー対策等級４の住宅

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２または３の住宅
免震建築物（住宅性能表示制度の評価方法基準1-3）

高齢者等配慮対策等級３、４または５の住宅

劣化対策等級３、かつ、維持管理対策等級２または３の住宅

以下のいずれかの等級を満たすこと（※３）

※３ 平成20年10月1日以降、上記要件は「いずれか２つ以上」から「いずれか１つ以上」に変わりました（平成20年度中の措
置）。なお、平成21年度以降の【フラット３５】Ｓの取扱いは、未定です。

屋根工事が完了したときから外壁の断熱工事が
完了したときまでの間（在来木造住宅の場合）

着工後にフラット３５Ｓを申請する場合の物件検査の手続き
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＜住宅金融支援機構お客様コールセンター＞

0570-0860-35
受付時間 ： 毎日9:00-17:00（祝日、年末年始は除く）

お問い合わせは、

 

にも住宅性能評価書が活用できます。
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最新情報は、

中間現場検査の時期を経過している

建設住宅性能評価書（①同一検査機関に申請し、かつ②【フラット３５】Ｓの適用

基準を満たすもの）を取得（予定）

住宅性能評価書（①同一検査機関に申請し、かつ②【フラット３５】Ｓの適用基準を満たすもの）を取得（予定）

STEP２

STEP１

STEP３

　住宅性能表示制度（建設住宅性能評価）の利用確認

　工事進捗状況の確認

【フラット３５】Ｓの物件検査を申請できない。

　住宅性能表示制度の利用確認
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